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令和６年度気候関連財務情報開示を活かした 

自然関連財務情報開示支援モデル事業 

（通称：ネイチャー開示実践事業） 

公募要領 

1 背景 

持続可能な社会実現には炭素中立（カーボンニュートラル）のみならず、自然再興（ネイチャーポジ

ティブ）や循環経済（サーキュラーエコノミー）との相互関係を意識し統合的な施策を実施する必要が

ある。このため、炭素中立（及び循環経済）と自然再興とのシナジー・トレードオフを考慮した対応策を

検討する等、炭素中立・循環経済・自然再興の３分野の同時達成を実現する企業等の取組を促進

していくことを目指している。 

中でも自然再興において、2023年9月に自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）開示提

言が公表されて以来、賛同企業は順調に増加し、実際に情報開示を進める企業も増加するなど、国

内外で自然に関する情報開示への関心・要請は高まっている。一方で、自然に関する情報開示には

「依存」、「影響」や「地域性を踏まえた影響評価」等独自の視点を分析に織り込む必要があり、依然と

して課題を抱えている企業も多い状況である。  

こうした状況を踏まえ、本事業では自然に関する企業の情報開示における「シナリオ分析」と「目標設

定」について伴走支援し、成果を広く公開することで国内におけるTNFD等開示の質的向上・量的拡大

を目指している。  

また、国内で取組が進む気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言に沿った分析・情報

開示を活用し、TNFD提言に沿った情報開示に係る作業負荷を軽減していくことも想定している。  

さらに、セクター毎の課題整理につながるよう、業界団体等（サステナビリティ開示に関わる企業団

体、経済団体等）との意見交換を行うことも想定している。得られた成果は成果報告会で広く発信する

と共に、環境省が発行している「サステナビリティ（気候・自然関連）情報開示を活用した経営戦略立

案のススメ」の改訂版に掲載する予定である。 

なお、本事業に関する事務運営は、環境省から委託を受けた EY ストラテジー・アンド・コンサルティン

グ株式会社（以下「EYSC」という。）、EY 新日本有限責任監査法人（以下「EYSN」という。）が事

務局となって実施する。 

 

2 モデル事業の内容 

2.1 公募の対象 

本事業では、TNFD開示提言等に沿った情報開示の内、特に日本企業が課題としている自然関連

の①シナリオ分析と②目標設定について支援を行う。なお、本モデル事業では金融機関は支援の対象

外とする。  
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・パターン① シナリオ分析：自然に関する企業のシナリオ分析を支援する 

・パターン② 目標設定：自然に関する企業の目標設定を支援する 

モデル事業の支援体制のイメージ 

 

2.2 応募企業に求められる役割と事務局による支援の進め方 

採択された応募企業は、令和 6年 9月～令和７年1月の約 5 カ月間、自らが主体的に下記

2.2.1 または 2.2.2 に示す取組を行い、事務局はその一連の取組の専門的助言を行う。なお、令和 7

年１月（予定）に事務局が開催する本事業の成果報告会に参加していただく。 

 

2.2.1 パターン①シナリオ分析 

パターン①では、自然関連のシナリオ分析を支援する。支援内容は以下を想定しているが、応募企業

のこれまでの取組状況や要望を踏まえて、個別に調整する。 
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2.2.2 パターン②目標設定 

パターン②では、自然関連の目標設定を支援する。支援内容は以下を想定しているが、応募企業の

これまでの取組状況や要望を踏まえて、個別に調整する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 モデル事業への参加方法 

3.1 応募手続き及び支援先企業等の採択 

3.1.1 応募手続き 

応募企業は、申請書に必要事項を記載し、提出期限までに下記提出先へ電子メールにて提出する

こと。提出された申請書は本モデル事業の採択に関する審査、及び採択後の支援メニューの検討以外

の目的には使用しない。 

 

3.1.2 募集期間 

令和6年８月１日（金）～８月 26日（月）17 時必着 

 

3.1.3 申請書提出先 

令和６年度 ネイチャー開示実践事業 事務局 

Email：r6disclosure.support@jp.ey.com  

 

 

パターン 目標設定 支援内容 

 下記のステ  に い、S Ts  or Nature（STE    ）に依 した目標設定を 行する

 事務局は、 E  分析の 果の  や情報調査、ステーク ル ーとの  等を めて ステ  で支援する

  データの   
 先  の 定

   設定 の
     

  ター   の設定
     への
 開方法の  

  の 本情報、企業において
 に実施した E  分析、S TN
のSTE 1 2の 果を踏まえ、目
標設定の対象   （ 内）を
 定する

関連ステーク ル ーから情報 
 を実施し、その 果を踏まえ、
 イドラインが める 設定 を
 定する。設定 については関
連ステーク ル ーとも合意をとる

対象 域やモデル企業の実 な
どを踏まえて、  的  に  

くター  ト を 定する

 先1  において実施したター
  ト設定の、   への 開

方法を検討する

  情報開示

分析 果の  や
開示す  情報を整理する

 開示  は支援先企業による
作成を想定

目標設定の 意点  ター  ト設定に 点を くため、  E  分析、S TNのSTE 1 STE 2は企業において に実施した分析 果を参 する

モデル企業

  （   業）

 使用のある 要な 内   を対象（対象候   から
 先  を 定）とし、目標設定を検討

 必要情報  
 取 量
    量

   中のリン 度
   中の 素 度

ステーク ル ー
（行    機関等）

情報連 ・  

行    機関から情報  、  性を  
 必要情報  

   域の ーカルモデル
  域の取 量
  域の 量

  域の    度

環境省

事務局

mailto:r6disclosure.support@jp.ey.com
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3.1.4 採択基準と採択数 

次の評価項目を踏まえ、申請内容を総合的に評価し、取組内容や企業規模、業種などのバランス

等を勘案しつつ、採択先を 定する。必要に応じて、申請書を提出した申請者に対し事務局から、申

請書の内容に関する問合せやヒアリングを行う 合がある。 

応募条件を満たしている申請の中から、申請書の記載内容とヒアリング 果を総合的に考慮し、支援

先企業を  社採択する予定。（審査及び審査内容は非公開） 

 

評価項目 

 パターン① シナリオ分析 パターン② 目標設定 

必
須
条
件 

共通 

• TNFD 提言に沿った  E  ア  ーチを用いて初歩的な分析を実施して

いること 

• 本募 要項で計画している支援面談や成果報告会にす て参加がで 

ること 

• 事業の成果や分析に用いたデータのうち、モデル事業として 社にも参考

として共有す  項目・部分は、対外的に公表で ること（成果報告会で

の発表、環境省WE サイトでの掲載、TNFD等関連イベントでの公開、

など） 

• サステナビリティ開示に係る業界団体やイニシアチブ等に加盟・参画してお

り、且つ連 （成果報告や意見交換）が可能であること 

パ タ ー

ン別 

• TCFD 提言に沿ったシナリオ分析を

実施・開示していること 

• 本モデル事業で実施するシナリオ分

析 果を開示する予定であること 

• 目標設定対象候 1~  

 を 定可能 

•    における、住所、 関

連データの提供が可能 

加
点
要
素 

パター

ン別 

• 気候（及び資源循環）とのシナジ

ー・トレードオフを考慮した対応策を

定義・開示する意向があること 

•    における、 源の情

報提供が可能 

• 候   が 先的に目標

設定をす  評価・裏付けが

可能 

• 目標設定 果をその   

等に 平 開する準備があ

る 

• S Ts  or Nature の

STE 1 STE 2 に取り組ん

でいる 

 

4 その 、免責事項等 
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• 応募企業が環境省大臣官房会計課長から指名停止措 が講じられている期間中の者でないこ

と  

• 応募企業は、本モデル事業の採択に関する審査、及び採択後の支援メニューの検討のため、申請

書に係る情報が環境省及び環境省の委託先事務局である EYSC、EYSN にも共有されることに

同意すること。  

• 支援先企業等の名称は、環境省 WE  サイト等において公表する。また、不採択となった応募

企業の名称は公表しない。  

• 本モデル事業において作成した資料の著作権は環境省及び EYSC、EYSN に属し、支援先企業

は非独占的使用権を許諾されるものとする。（複製、改変に関しては自己利用のみ可能。） 

• 成果報告会において支援先企業が作成した資料の著作権については、支援先企業等に属するも

のとする。ただし、環境省 ームページの著作権に関する規定（※）に則り、二次利用を許諾され

たものとして扱うことに同意すること。（UR ）http:  www.env.go.jp mail.html  

• 本モデル事業において、環境省及び EYSC、EYSN に提供された企業情報及び個人情報につい

ては、本モデル事業の遂行に必要とされる範囲に限り、環境省、EYSC、EYSN が使用することに

同意すること。 

• 本モデル事業に著しい支障を与えると判断される 合においては、本モデル事業を中止する 合が

ある。 

• 応募企業は、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと、暴力団又は暴力団員に対し

て、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど  的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に

 力し、若しくは関与していないこと、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される  関係を有し

ていないことについて、 約したものとする。万一、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される  

関係を有していることが明らかになった 合は、支援を中止する。 


